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質問
番号

資 料 名 該 当 頁 質 問 回 答

1 実施要領 P4　7　（3) 　①　ウ
単体企業での応募の場合は様式第4号②-2及び様
式第5号の提出は不要と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2 実施要領 P4　7　（3) 　①　キ
納税証明書はその３の３（「法人税」及び「消費税及
地方消費税」について未納税額のない証明用）でよ
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 実施要領 P4　7　（3) 　①　ク

様式第2号に参加資格、履行実績を証明する書類
等の写しとありますが、実施要領P.2-4-(5)に記載の
実績を証明する書類という理解でよろしいでしょう
か。その場合、契約書の写しでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

4 実施要領 P6　7　（6) 　①
提案書に参加資格者を直接的に特定できる記述を
行わないこととありますが、社名を記載しないという
理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 実施要領 P6　7　（6) 　①　イ

昨今、日本国内においては物価上昇の影響が顕著
となっておりますが、プロポーザル実施要領P.6-7-
(6)-①-イに記載の業務委託契約書において、各ス
ライド条項のご提示がなされるとの理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

6 実施要領 P6　7　（6) 　⑥
副本の電子データは、エを除く②に示す提出書類を
ご提出すると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 実施要領 P6　7　（6) 　⑥
使用するソフトはWord,Excelと記載がありますが、提
出するデータ形式は図表等の挿入や押印があるた
め、PDFで提出としてよろしいでしょうか。

押印があるものはPDFで構
いません。その他書類は、
プロポーザル実施要領のと
おりとしてください。

8 実施要領 P7　7　（7) 　②　イ
プレゼンテーションの時間、参加人数は、別途ご通
知いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

現地説明会後に通知しま
す。

9 実施要領 P9　11　（2)

プロポーザル実施要領P.9-11- (1)「本組合と受託候
補者は…実施要領等に規定された内容及び条件の
変更は行わない」とあります。一方、プロポーザル評
価基準P.2-3「下限価格を下回る提案価格は、品質
確保がなされないものとみなし…除外する」とありま
す。本見積合わせにおいても、プロポーザル評価基
準に記載の下限価格が適用されるとの理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

10 要求水準書 P6　3　15
物価・金利変動リスクはスライド条項が適用されると
理解しましたが、適用範囲は様式第12-2号に記載
の費目という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

注）この質疑応答書は、要求水準書の追補と見なす。

質　疑　応　答　書（No.1）

業 務 名　　宇和島地区広域事務組合 汚泥再生処理センター
　　　　　　包括的維持管理業務

回答課名　　汚泥再生処理センター

質 疑 応 答



令和4年8月24日

11 要求水準書 P19　別紙1　1

宇和島市一般廃棄物処理基本計画（2018年）P.43
記載の処理形態別人口の推移から、し尿・浄化槽汚
泥の発生量や比率が今後変化していくと思われま
すが、この変化について予測情報がございましたら
ご提示願います。

要求水準書P19のとおりで
す。

12 様式第11号 提案書
提案内容の詳細説明資料は、各提案書毎に後頁へ
添付、または提案書末頁に集約して添付、どちらの
提出方法でしょうか。

提案書末頁に集約としてく
ださい。

13 実施要領 P4　7　（3) 　①　キ

納税証明書は法人住民税、事業税、法人税　消費
税及地方消費税の各写しでよろしいでしょうか。ま
た、受任者で申請する場合、本社分の納税証明書
も必要でしょうか。

お見込みのとおりです。

14 実施要領 P4　7　（3) 　①
参加資格確認書の提出において、書類の綴じ方等
は任意としてよろしいでしょうか。

任意として構いませんが、
プロポーザル実施要領
P4(3)①ア～クの順番で綴
じるようにしてください。

15 実施要領 P5　7　（4) 　②　エ

本業務において、特定部品（膜カートリッジ、チュー
ブ等）の交換、更新が含まれますが、当該部品につ
いては見積が困難なため、交換、更新工事を除外し
ていただくことは可能でしょうか。
交換、更新工事を含む場合は、適正な取引が可能
なよう当該部品の価格をご提示いただけないでしょう
か。

当該工事を除外することは
不可です。
現地説明会や閲覧資料に
て、当該設備の仕様を確認
できるようにします。

注）この質疑応答書は、要求水準書の追補と見なす。

質　疑　応　答　書（No.2）


